
事 務 連 絡  
令和６年４月 16 日  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 事 務 局 御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課  
 
 

「検査機器を用いた脊柱の検査の準備の手引き」の作成について 
 

学校の定期健康診断における脊柱の検査については、家庭による保健調査票等の情報を参

考に、学校医が視触診等において検査を行っている一方で、一部の自治体においては、視触

診だけではなく専用の検査機器を用いた検査が行われています。 

文部科学省では、検査機器を用いた脊柱の検査の準備の実際等について、令和４年度及び

令和５年度において、「脊柱側弯症検診に関する調査研究事業」を実施し、各地域で検査機

器の導入を既に決めた際、教育委員会の担当者や学校の教員などの参考となるよう、「検査

機器を用いた脊柱の検査の準備の手引き」を作成しました。また、脊柱側弯症検診に関する

実態をまとめた資料集も作成しております。以下にURLを御案内しますので、必要に応じ

て御活用くださいますようお願いいたします。 

（参考） 
・検査機器を用いた脊柱の検査の準備の手引き 
 https://www.mext.go.jp/content/20240415-mxt_kenshoku-000031776_1.pdf 
・脊柱側弯症検診に関する調査研究事業 資料集 

https://www.mext.go.jp/content/20240411-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf 
このことについて、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市

区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通

じてその設置する学校に対して、附属学校を置く各国公立大学法人事務局におかれてはその

設置する附属学校に対して、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別

区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所

轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知されるようお願いします。 

（本事務連絡について） 
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
がん教育推進係 
電 話：03-5253-4111（内線2931） 

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に対して、検査機器を用いた脊柱の検査の導入を

既に決めた際の参考となるよう作成した手引きについて、お知らせするものです。 

https://www.mext.go.jp/content/20240415-mxt_kenshoku-000031776_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240411-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf

